


 

別 紙 

変  更  内  容 

 

保安規程［電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）］に係る記載につ

いて，別添の保安規程［電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）］改正

前後比較表の改正後欄のとおり変更する。 

 

 

 

 



 

別 添 

 
 
 
 
 
 

保安規程[電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）] 改正前後比較表 
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保安規程［電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）］ 改正前後比較表 

保安規程（改正前） 保安規程（改正後） 改正理由等 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行日変更 
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保安規程（改正前） 保安規程（改正後） 改正理由等 

 

（保安規程のレビュー） 

第３条 この規程の管理部門は，電気工作物の保安を継続的に確保するため，この規程を，年度毎

の点検結果及び次の各号の場合において，必要に応じ改正する。 

(1) 法令が変更されたとき 

(2) 別図，別表に変更があったとき 

(3) その他，記載内容を変更する必要が生じたとき 

 
（関係法令及び保安規程遵守の体制） 
第４条  社長は，電気工作物の保安に関する業務を実施するにあたり，電気工作物の保安のための

関係法令（以下「関係法令」という。）及びこの規程の遵守を確実にするための活動の方針を定

め，第６条（保安組織）の組織の全員に向けて関係法令及びこの規程の遵守の重要性を周知す

る。 

２．社長は，｢コンプライアンス・安全文化醸成活動要項｣に基づき，関係法令及びこの規程の遵守

を確実にするための体制を構築し，その活動を統括する。 

３．コンプライアンス・安全文化醸成活動推進委員会は，第１項の活動の方針を受けて，関係法令

及びこの規程の遵守を確実にするための活動を推進する。 

４．電気工作物の保安に関する組織は，関係法令及びこの規程を遵守するため，第５条（基本的職

務）に規定する責任と権限に応じて，遵守すべき関係法令を明確にし，関係法令及びこの規程を

遵守し，遵守状況の評価を行う。 

５．考査・品質監査室長は，第４項の評価結果に対して監査を行い，社長に報告する。 

６．社長は，前２項の評価結果の報告を踏まえて，必要な指示を行うとともに，関係法令及びこの

規程の遵守体制に係る継続的な改善を行う。 

 

（主任技術者の職務等） 

第８条 主任技術者は，関係法令及びこの規程を遵守し，電気工作物の保安の監督を誠実に行うた

め，次の各号に定める職務を責任をもって遂行する。なお，職務の遂行に当たっては，必要に応

じて上級職位に意見具申を行う。 

(1) 電気工作物の保安のための諸計画立案にあたっては，必要に応じて関係者に対し指示，指

導・助言すること。 

(2) 電気工作物の保安上必要な場合には，関係者に対し指示，指導・助言を行うこと。 

(3) 関係法令に基づき行う溶接事業者検査及び定期事業者検査（以下「法定事業者検査」とい

う。）において，あらかじめ定めた区分に従って検査の指導及び監督を行うこと。 

 

 

(4) 所管官庁が関係法令に基づいて行う立入検査に，原則として立ち会うこと。 

(5) 所管官庁が関係法令に基づき行う使用前検査，施設定期検査にはあらかじめ定めた区分に従

って，検査に立ち会い，又は検査記録について確認を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

（保安規程の審査） 

第３条 この規程の管理部門は，電気工作物の保安を継続的に確保するため，この規程を，年度毎

の点検結果及び次の各号の場合において，必要に応じ改正する。 

(1) 法令が変更されたとき 

(2) 別図，別表に変更があったとき 

(3) その他，記載内容を変更する必要が生じたとき 

 
（関係法令及び保安規程遵守の体制） 
第４条  社長は，電気工作物の保安に関する業務を実施するにあたり，電気工作物の保安のための

関係法令（以下「関係法令」という。）及びこの規程の遵守を確実にするための活動の方針を定

め，第６条（保安組織）の組織の全員に向けて関係法令及びこの規程の遵守の重要性を周知す

る。 

２．社長は，｢安全文化育成・維持活動要項｣に基づき，関係法令及びこの規程の遵守を確実にする

ための体制を構築し，その活動を統括する。 

３．安全文化育成・維持活動推進委員会は，第１項の活動の方針を受けて，関係法令及びこの規程

の遵守を確実にするための活動を推進する。 

４．電気工作物の保安に関する組織は，関係法令及びこの規程を遵守するため，第５条（基本的職

務）に規定する責任と権限に応じて，遵守すべき関係法令を明確にし，関係法令及びこの規程を

遵守し，遵守状況の評価を行う。 

５．考査・品質監査室長は，第４項の評価結果に対して監査を行い，社長に報告する。 

６．社長は，前２項の評価結果の報告を踏まえて，必要な指示を行うとともに，関係法令及びこの

規程の遵守体制に係る継続的な改善を行う。 

 

（主任技術者の職務等） 

第８条 主任技術者は，関係法令及びこの規程を遵守し，電気工作物の保安の監督を誠実に行うた

め，次の各号に定める職務を責任をもって遂行する。なお，職務の遂行に当たっては，必要に応

じて上級職位に意見具申を行う。 

(1) 電気工作物の保安のための諸計画立案にあたっては，必要に応じて関係者に対し指示，指

導・助言すること。 

(2) 電気工作物の保安上必要な場合には，関係者に対し指示，指導・助言を行うこと。 

(3) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「原子炉等規制法」とい

う。）第４３条の３の１１に定める使用前事業者検査及び原子炉等規制法第４３条の３の１６

に定める定期事業者検査において，あらかじめ定めた区分に従って検査の指導及び監督を行う

こと。 

(4) 所管官庁が関係法令に基づいて行う立入検査に，原則として立ち会うこと。 

(5) 所管官庁が関係法令に基づき行う使用前検査にはあらかじめ定めた区分に従って，検査に立

ち会い，又は検査記録について確認を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

・原子力規制にお

ける検査制度の

見直しに伴う変

更（法改正に伴

う用語の変更） 

 

 

 

 

 

 

 

・原子力規制にお

ける検査制度の

見直しに伴う変

更（法改正に伴

う社内規程名称

及び委員会名称

の変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子力規制にお

ける検査制度の

見直しに伴う変

更 （ 用 語 の 変

更，削除） 

・記載の適正化 

（①対象法令の

明確化，②用語

定義の削除） 

 

 

 

 

 

① 

② 
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保安規程（改正前） 保安規程（改正後） 改正理由等 

（保安の計画及び実施） 

第１３条 発電用の電気工作物の工事，維持及び運用に関する保安の計画策定にあたり，第２章に

規定する保安管理体制のもと，第５条（基本的職務）第２項にて設定した方針に基づく計画を，

人的及び物的資源を考慮し策定する。なお，具体的には「保守管理業務要項」及び「運転管理業

務要項」に定めるところにより，当該業務に関連する関係法令及びこの規程の要求事項を明確に

し，電気工作物の保安に関する業務に必要な計画を策定する。 
２．前項で策定した計画に従い電気工作物の保安に関する業務を実施する。 

 

（保安の評価及び改善） 

第１４条 電気工作物の保安に関する業務が，前条第１項で策定した計画に従い適切に実施されて

いることを，自己評価又は内部監査により評価するとともに，その結果に基づき必要な改善を行

う。 
２．電気工作物の保安に関する業務において，不適合が発生した場合は，「不適合管理要項」に定

めるところにより，是正処置を行う。また，その重要度に応じて情報公開を行う。 
３．電気工作物の保安に関する業務及び他の施設から得られた保安に関する知見について，類似事

象の未然防止を図るため，必要に応じて予防処置を行う。 
 

（工事計画の申請，届出） 

第２４条 電気工作物の設置，変更については，設計の計画，設計のレビュー・検証，妥当性確認

及び変更管理手順を規定した「設計管理要項」に従い設計管理を実施するとともに，電気事業法

に基づく申請，届出及び報告に係る社内手順を規定した「官庁申請手続取扱要項」に定めるとこ

ろにより，電気事業法の規定に基づく必要な手続きの有無，及び手続きが行われていることを確

認する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（保安の計画及び実施） 

第１３条 発電用の電気工作物の工事，維持及び運用に関する保安の計画策定にあたり，第２章に

規定する保安管理体制のもと，第５条（基本的職務）第２項にて設定した方針に基づく計画を，

人的及び物的資源を考慮し策定する。なお，具体的には「施設管理業務要項」及び「運転管理業

務要項」に定めるところにより，当該業務に関連する関係法令及びこの規程の要求事項を明確に

し，電気工作物の保安に関する業務に必要な計画を策定する。 
２．前項で策定した計画に従い電気工作物の保安に関する業務を実施する。 

 

（保安の評価及び改善） 

第１４条 電気工作物の保安に関する業務が，前条第１項で策定した計画に従い適切に実施されて

いることを，自己評価又は内部監査により評価するとともに，その結果に基づき必要な改善を行

う。 
２．電気工作物の保安に関する業務において，不適合が発生した場合は，「是正処置プログラム管

理要項」に定めるところにより，是正処置を行う。また，その重要度に応じて情報公開を行う。 
３．電気工作物の保安に関する業務及び他の施設から得られた保安に関する知見について，類似事

象の未然防止を図るため，必要に応じて未然防止処置を行う。 
 

（工事計画の申請，届出） 

第２４条 電気工作物の設置，変更については，設計の計画，設計の審査・検証，妥当性確認及び

変更管理手順を規定した「設計管理要項」に従い設計管理を実施するとともに，電気事業法に基

づく申請，届出及び報告に係る社内手順を規定した「官庁申請手続取扱要項」に定めるところに

より，電気事業法の規定に基づく必要な手続きの有無，及び手続きが行われていることを確認す

る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子力規制にお

ける検査制度の

見直しに伴う変

更（法改正に伴

う社内規程名称

の変更） 

 

 

 

・原子力規制にお

ける検査制度の

見直しに伴う変

更（法改正に伴

う社内規程名称

並びに用語の変

更） 

・原子力規制にお

ける検査制度の

見直しに伴う変

更（法改正に伴

う用語の変更） 
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保安規程（改正前） 保安規程（改正後） 改正理由等 

  

 

（変更なし） 
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保安規程（改正前） 保安規程（改正後） 改正理由等 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子力規制にお

ける検査制度の

見直しに伴う変

更（法改正に伴

う用語の変更） 
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保安規程（改正前） 保安規程（改正後） 改正理由等 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子力規制にお

ける検査制度の

見直しに伴う変

更（法改正に伴

う用語の変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子力規制にお

ける検査制度の

見直しに伴う変

更（法改正に伴

う委員会名称の

変更） 
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保安規程（改正前） 保安規程（改正後） 改正理由等 

（以下，別表については，改正部分のみを記載することとし，記載のない箇所については，従前の通り

とする。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下，別表については，改正部分のみを記載することとし，記載のない箇所については，従前の通り

とする。） 

 

 

 

 

 

 

・原子力規制にお

ける検査制度の

見直しに伴う変

更（法改正に伴

う社内規程名称

の追加，変更） 

 

 

 

 



 

添 付 書 類 
 
添付書類１：変更理由 
 



 

添付書類１ 
 
 

変 更 理 由 
 

(1) 原子力規制における検査制度の見直しに伴う変更 

原子力利用における安全対策の強化のための核燃料物質、核原料物質及び

原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い，保安規程

の関連条文の変更を行う。 

(2) 記載の適正化 

 

 


